
　2025年10月8日、「令和7年度 第1回栄
養機能食品に関する検討会」が開催され
ました。令和7年度検討会では、「下限値・
上限値」、「栄養成分の機能」の2つの規定
について議論される予定です。今回は栄
養機能食品制度見直しの背景と、2つの
検討課題の内容についてまとめたいと
思います。

栄養機能食品制度見直しの背景

　栄養機能食品制度は2001年（平成13
年）の制度創設以降、栄養成分の追加や
下限値・上限値の見直しが行われてき
た一方で、栄養成分の機能や摂取をする
上での注意事項の文言については見直
しが行われておらず、特に栄養成分の機
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“分かりにくい食品表示を分かりやすく”
We make food labeling accessible for everyone.

令和 7年度 第 1回栄養機能食品に関する検討
会について～「下限値・上限値」および「栄養成
分の機能」の見直し～

食品表示調査サービス

能の文言は、現行の「日本人の食事摂取
基準（2025年版）」とかい離が生じてい
ることが「令和元年度栄養素等表示基準
値の改定に関する調査事業報告書」にお
いて指摘されました。こうした状況から、
栄養機能食品制度の見直しについて、検
討が行われることとなりました。

「下限値・上限値」、「栄養成分の機能」の
検討内容

①下限値・上限値

　「令和７年度の栄養機能食品の下限値
・上限値の改正における算出方法（案）」
が提示されており、この妥当性について
検討される方針です。

　下限値については、これまでの「栄養
素等表示基準値の30％」という設定根拠
は変更せず、2025年版栄養素等表示基
準値に基づいた値の確認が行われる予
定です。なお2025年版基準値改正に伴
い、特にビタミンB12とビタミンDの下
限値は大幅に増える見込みです。 

　一方、上限値については、平成26年に
検討された追加成分における栄養機能
食品の上限値の算出方法をもとに、各栄
養成分の設定根拠の妥当性について検
討が行われます。具体的には、マグネシ
ウムについては今回の見直しから栄養
素等表示基準値を上限値として採用す
ること、亜鉛・銅については算出方法の
変更はせずに、改正された耐容上限量（
UL）によって算出した上限値を採用する
ことなどが提案されています。

②栄養成分の機能

　栄養機能食品の機能の文言は、制度
創設時に「第六次改定日本人の栄養所
要量 -食事摂取基準-」等に基づいて設
定され、その後、令和３年度「栄養成分
の機能表示等に関する調査・検討事業
」、令和５年度「栄養機能食品における
栄養成分の機能表示の見直しに係る調
査事業」の実施により、見直し方針の整
理および見直し原案の作成が行われて
います。

　今回の検討会では、見直し原案に基
づいた「栄養機能食品における栄養成
分の機能表示の文言の見直し案」が提
示されました。この中では、現行文言の
表現変更に加え、例えばビタミンCにつ
いて、「ビタミンCは、腸管での鉄の吸収
を助ける栄養素です。」など、新たな機
能の文言の追加も提案されています。

栄養機能食品制度改正の見通し

　令和７年度中には先に述べた2つの
規定について、3回程度の検討が予定さ
れています。また、令和8年度には「摂取
をする上での注意事項」について検討
が行われ、その後に食品表示基準の一
部改正が行われる見込みとなっており
ます。関連企業の皆様におかれまして
は、今後の動向を注視されることをお
すすめします。

（大柴）

原材料及び添加物の適合性検証
容器包装への表示案の適合性検証 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_018/042601.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2019/pdf/food_labeling_cms206_200424_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_20251007_13.pdf#page=22
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_20251007_13.pdf#page=12
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_20251007_17.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_20251007_18.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_20251007_14.pdf#page=30
https://www.label-bank.co.jp/blog/nutrition/202511fnfc
https://www.label-bank.co.jp/services/
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新訂2版 基礎からわかる

食品表示の法律・実務ガイドブック

　Hylobates Consulting社（イタリア）との共同執筆により、
「EUと日本におけるサプリメントに関する制度比較」につい
てのニュースレターをまとめました。ここではその概要を
ご紹介したいと思います。
（注意：日本では「厚生科学審議会食品衛生監視部会」
（2025年10月23日）において、サプリメントの規制や営業許
可等についての検討が始まりました。記事は現時点の内容
である点にご留意ください。）

【概要】
• EU     統一基準のサプリメント指令と各国国内法の２重

構造により、規則の多様性が生じている。
• 日本  消費者庁が一元的に基準を管理しており、製品は

表示の種類に基づき段階的に分類される。

【規制枠組み】
• EU    定義は食品サプリメント指令（2002/46/EC）に定め

るが、成分の要件は加盟国が定めている。
• 日本  食品として、食品表示基準にいくつかの分類により

定義と要件が定められている。

【定義と製品分類】
• EU    製品の形態（カプセル、錠剤等）と目的により分類さ

れる。ただし成分濃度等の要件は、各加盟国により
定められるため、国によってサプリメントではなく
医薬品に分類されることもある。

• 日本  製品の表示内容により、一般食品（健康強調表示は
不可）、保健機能食品（栄養機能食品、機能性表示食
品、特定保健用食品）などに段階的に分類される。

【対象成分と新規食品】
• EU    ビタミンとミネラルの成分と物質の統一リストは

あるが、上限下限等の要件は各国で異なる。その他
成分の統一リストはなく、「新規食品（Novel Food）」
に該当する場合は市販前の承認が必要。

• 日本  ビタミンとミネラルには表示基準値があり、栄養強
化目的の添加物としての使用基準がある。機能性表
示食品や特定保健用食品では、新規機能性成分など
の安全性データを提出する必要がある。

【表示要件】
• EU    食品情報規則（EU）1169/2011と食品サプリメント

指令に基づき、各加盟国の言語で表示する。栄養と健
康に関する強調表示は規則（EC） 1924/2006により
厳しく規制されている。

• 日本  食品表示基準に基づき、日本語で表示する。栄養や
健康に関する強調表示の要件も同基準に定められ
ており、例えば機能性表示食品は届け出た科学的根
拠に基づく機能を表示する。

【販売前の手続き】
• EU    多くの加盟国（イタリア、フランス、ドイツ等）では、

管轄省庁へ事前届出が必要となる。食品事業者は安
全性と適合性に関する責任を負い、販売後の市場監
視に対応する必要がある。

• 日本  一般食品と栄養機能食品（規格基準）については届
出不要。機能性表示食品は事前届出が必要で、提出
した科学的根拠資料は公開される。特定保健用食品
は審査による個別承認が必要。

　詳細については、こちらの「EUと日本におけるサプリメン
トに関する制度比較」（英文）をご覧ください。日本からEUに
向けての輸出や、EUから日本に輸入を検討する際の、参考情
報として何らかお役に立つことができましたら幸いです。

（川合）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127766.html
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